
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
号

裁
判
所
法
施
行
法

第
一
条
（
廃
止
す
る
法
律
）
　
明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
六
号
、
大
正
二
年
法
律
第
九
号
、
昭
和
十
年
法
律
第
三
十
号
、
昭
和
十
三
年
法
律
第
十
一
号
及
び
違
警
罪
即
決
例
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

第
二
条
（
従
前
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
）
　
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
裁
判
所
に
お
い
て
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
手
続
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
最
高
裁
判
所
又
は
下
級
裁
判
所
に
お
い
て
し
た
事
件
の
受
理
そ
の

他
の
手
続
と
み
な
す
。

裁
判
所
法
施
行
の
際
現
に
行
政
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
行
政
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
に
し
た
行
政
訴
訟
の
提
起
は
、
こ
れ
を
東
京
高
等
裁
判
所
に
し
た
訴
の
提
起
と
み
な
す
。

第
三
条
（
従
前
の
裁
判
官
の
地
位
）
　
裁
判
所
法
施
行
の
際
現
に
大
審
院
の
裁
判
官
の
職
に
在
る
者
で
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
な
い
も
の
は
、
判
事
と
し
て
東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

裁
判
所
法
施
行
の
際
現
に
控
訴
院
の
裁
判
官
の
職
に
在
る
者
は
、
判
事
と
し
て
当
該
控
訴
院
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
高
等
裁
判
所
の
判
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

裁
判
所
法
施
行
の
際
現
に
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
地
方
裁
判
所
（
以
下
旧
地
方
裁
判
所
と
い
う
。
）
又
は
区
裁
判
所
の
裁
判
官
の
職
に
在
る
者
は
、
判
事
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
旧
地
方
裁
判
所
又
は
区
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
地
方
裁
判
所
の
判
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

裁
判
所
法
施
行
の
際
現
に
旧
地
方
裁
判
所
又
は
区
裁
判
所
に
予
備
判
事
と
し
て
勤
務
す
る
者
は
、
判
事
補
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
判
事
補
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

別
に
辞
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
前
三
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

日
本
国
憲
法
第
百
三
条
但
書
の
裁
判
官
の
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
後
任
者
が
第
一
項
乃
至
第
四
項
の
裁
判
官
の
う
ち
い
ず
れ
の
裁
判
官
の
後
任
者
で
あ
る
か
は
、
そ
の
任
命
の
際
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
定
め

る
。最

高
裁
判
所
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
前
項
に
規
定
す
る
後
任
者
と
し
て
任
命
さ
れ
る
べ
き
者
を
日
本
国
憲
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
（
閣
令
に
よ
る
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
）
　
裁
判
所
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
は
、
同
法
施
行
準
備
の
た
め
同
法
施
行
前
に
お
い
て
、
閣
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。前

項
の
裁
判
官
任
命
諮
問
委
員
会
は
、
裁
判
所
法
施
行
前
に
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
（
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
の
大
学
）
　
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
大
学
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
で
大
学
院
の
附
置
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
大
学
令
に
よ
る
大
学
と
す
る
。

第
六
条
（
従
前
の
裁
判
官
の
恩
給
の
特
例
）
　
裁
判
所
法
施
行
の
際
現
に
裁
判
官
の
職
に
在
つ
た
者
で
日
本
国
憲
法
第
百
三
条
但
書
の
規
定
に
よ
り
そ
の
地
位
を
失
つ
た
も
の
に
支
給
す
べ
き
恩
給
に
つ
い
て
は
、
恩
給
法
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
法
律
で
特
別
の
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
（
そ
の
他
の
事
項
）
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
外
、
裁
判
所
法
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
裁
判
所
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
一
〇
月
二
九
日
法
律
第
一
二
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
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